


山口県看護協会会員数
2022年8月10日現在

保 健 師：４６４名 / 助 産 師：３２３名 / 看 護 師：８,８００名 / 准看護師：４２６  名

合      計：１０,０９３ 名（入会率：３９.９％）

青木美砂枝　　看護師　　やよい河村循環器神経内科
岸川　佳江 　助産師　　徳山中央病院
西村　淑乃 　看護師　　山口大学医学部附属病院
山本　彰子 　看護師　　個人会員

令和４年度山口県看護協会会長表彰者令和４年度 公益社団法人山口県看護協会通常総会を終えて

専務理事　酒井  恵子

　令和４年度通常総会は、コロナ禍における会員の皆様方のご事情に配慮し、一般会員の参加は見合わせ
たものの、６月１８日（土）、３年ぶりに村岡知事をはじめ来賓の方々のご臨席を賜り、山口県看護研修会
館において開催することができました。
　総会では、会長の挨拶、優良看護職員県知事表彰、県看護協会長表彰の後、村岡知事をはじめ、来賓
の皆様に御祝辞をいただきました。
　会長は「令和４年度の重点方針として、地域包括ケアが高齢者のみならず、子ども・子育て世代等へと拡
大されるため『全世代を対象とした地域における看護力の強化と連携』に引き続き取組む。感染対策、近年
頻発する豪雨・地震等への対応により、かつてないほど看護の力への期待が高まっていることから、新たに『地
域における健康危機管理体制の強化』を加え取組む。」と述べました。
　また、県医師会長、県病院協会長からは、コロナウイルス感染症に対する看護協会の諸活動に対して感
謝のお言葉がありました。
　地域からの期待に応えるため、会長が挨拶で最後にふれたように、「今後も看護の職能団体として『生き
るを、ともに、つくる』役割を果たしていくため社会の変化やニーズに合わせ適宜・適切な対応をしていく」
必要があるという思いを強くしました。
　議事においては、第２号議案及び第４号議案「令和４年度改選役員及び推薦委員の選出」について候補者
全員が選出されました。
　また、第1号議案「令和３年度決算報告（案）及び監査報告」、第３号議案「令和５年度日本看護協会通常
総会代議員及び予備代議員の選出」について審議し、いずれ
も承認されました。
　次に報告事項として、令和３年度事業報告、令和４年度事
業計画、令和４年度収支予算書が報告されました。
　感染対策のため、規模を縮小し、プログラムを短縮した総
会ではありましたが、参集された多くの方から「直接、顔を合
わせての総会はよかった」との声をいただきました。
　今後とも、看護職の更なる結束力の強化に向け看護協会
活動の推進に努めてまいります。　

公益社団法人山口県看護協会の運営の仕組みについて（第1回）

　今年度から新たに会員となられた方に向けて公益社団法人山口県看護協会の運営の仕組みを３回（予定）に分
けてご説明します。
　団体を運営していくためには、① 運営ルール、② 運営財源、③ 運営のための構成員等の話し合いの場、④ 運営
を担当する人が必要です。（お住いの地域の自治会・町内会の運営と比較していただくとわかりやすいかもしれません。）
　山口県看護協会では、下の表のとおりとなっています。

１ 運営ルール

２ 運営財源

３ 運営のための話し合いの場

４ 運営を担当する人

公益社団法人 山口県看護協会定款

会員からの会費、入会金、県・日本看護協会等からの委託費、研修
等の受講料など

・重要事項等（定款変更、役員の選任や解任など）を決定する意思決
定機関→総会　※
・協会の重要な業務執行の決定、役員の職務の監督など→理事会

役　員：会長、副会長、専務理事、常務理事、理事、監事
事務局：協会の事務を処理するために事務局が設置されています。

※会員全員参加ではなく、会員５０人当たりに１人の割合で選出される「代議員」が総会での議決に参加します。
　「代議員」制度については、次回でご説明します。
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